
令 和 ２ 年 1 2 月 １ 日 

広 島 県 報 号 外 第 7 9 号 

香川県からの入漁に係る広島

県漁業調整規則第 1 1 条の 

規定に基づく制限措置など 

令和２年広島県告示第 1167号の別冊 
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１ 許可又は起業の認可をすべき船舶の数及び総トン数その他の制限措置 

(1) 瀬戸内海機船船びき網漁業 

漁業種類 操業区域 漁業時期 
推進機関

の馬力数 

船舶の 

総トン数 

許認可すべき 

船舶等の数 

漁業を営む者の

資格 

二そうい

わし船び

き網漁業 

古三崎から田島

東端見通し線と

加治屋島高頂か

ら百貫島高頂見

通し線以南及び

田島東端から江

ノ島北端見通し

線以東の広島県

海面 

７月１日か

ら12月31日

まで 

― 
５トン以

上 

０（許可してい

る船舶等の

数：16） 

広島・香川連合

海区漁業調整委

員会が締結した

入漁協定の参加

者であって，香

川県において同

様の漁業の許可

を受けて営む者

に限る。 

 

(2) 小型機船底びき網漁業 

漁業種類 操業区域 漁業時期 
推進機関

の馬力数 

船舶の 

総トン数 

許認可すべき 

船舶等の数 

漁業を営む 

者の資格 

手繰第２

種 

えびこ

ぎ網漁

業 

手繰第３

種 

けた網

漁業 

戦車こ

ぎ網漁

業 

大飛島南端，走

島南端，横島南

端，百貫島高頂

を順次結んだ線

以南の広島県海

面。ただし，福

山市走島，同市

宇治島及び同市

横島の距岸 500

メートル以内の

海面を除く。 

手繰第２種 

１月１日か

ら12月31日

まで 

 

手繰第３種 

12月１日か

ら翌3月31

日まで 

― 
５トン未

満 

０（許可してい

る 船 舶 等 の

数：81） 

広島・香川連合

海区漁業調整

委員会が締結

した入漁協定

の参加者であ

って，香川県に

おいて同様の

漁業の許可を

受けて営む者

に限る。 

 

(3) ごち網漁業 

漁業種類 操業区域 漁業時期 
推進機関

の馬力数 

船舶の 

総トン数 

許認可すべき 

船舶等の数 

漁業を営む 

者の資格 

一そうロ

ーラーご

ち網漁業 

旧備後海区海

面（三原市，尾

道市，福山市地

先海面。ただ

し，尾道市瀬戸

田町地先海面

を除く。） 

４月20日か

ら５月31日

まで 

48キロワ

ット（ 15

馬力）以

下 

５トン未

満 

０（許可してい

る 船 舶 等 の

数：０） 

広島・香川連合

海区漁業調整委

員会が締結した

入漁協定の参加

者であって，香

川県において同

様の漁業の許可

を受けて営む者

に限る。 
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(4) 流し刺し網漁業 

漁業種類 操業区域 漁業時期 
推進機関

の馬力数 

船舶の 

総トン数 

許認可すべき 

船舶等の数 

漁業を営む 

者の資格 

さわら流

し刺し網

漁業 

旧備後海区海

面（三原市，尾

道市，福山市地

先海面。ただ

し，尾道市瀬戸

田町地先海面

を除く。） 

４月20日か

ら６月20日

まで 

定めない 定めない 

０（許可してい

る 船 舶 等 の

数：６） 

広島・香川連合

海区漁業調整委

員会が締結した

入漁協定の参加

者であって，香

川県において同

様の漁業の許可

を受けて営む者

に限る。 

まながつ

お流し刺

し網漁業 

６月21日か

ら10月31日

まで 

０（許可してい

る 船 舶 等 の

数：６） 

 

(5) 袋待網漁業 

漁業種類 操業区域 漁業時期 
推進機関

の馬力数 

船舶の 

総トン数 

許認可すべき 

船舶等の数 

漁業を営む 

者の資格 

いかなご

袋待網漁

業 

旧備後海区海

面（三原市，尾

道市，福山市地

先海面。ただ

し，尾道市瀬戸

田町地先海面

を除く。） 

３月１日か

ら３月31日

まで 

定めない 定めない 

０（許可してい

る 船 舶 等 の

数：０） 

広島・香川連合

海区漁業調整委

員会が締結した

入漁協定の参加

者であって，香

川県において同

様の漁業の許可

を受けて営む者

に限る。 

 

(6) たこ壺漁業 

漁業種類 操業区域 漁業時期 総トン数 
推進機関 

の馬力数 

許認可すべき 

船舶等の数 

漁業を営む 

者の資格 

たこ壺漁

業 

田島東端から

円上島見通し

線以東の広島

県海面 

５月１日か

ら12月31日

まで 

定めない 定めない 

０（許可してい

る 船 舶 等 の

数：０） 

広島・香川連合

海区漁業調整委

員会が締結した

入漁協定の参加

者であって，香

川県において同

様の漁業の許可

を受けて営む者

に限る。 

 

２ 許認可を申請すべき期間 

  定めない。 

 

３ 条件 

 (1) 二そういわし船びき網漁業 
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ア 日没から日の出までは，操業してはならない。 

イ つぼ網の定置場所から，1,000メートル以内の区域では操業してはならない。 

ウ 袋網の網目は，もじ網50セントメートルにつき80経（羽）より荒いものを使用して

はならない。 

エ いわし以外を漁獲目的としてはならない。 

 (2) えびこぎ網漁業 

ア 第１種区画漁業魚類養殖業の養殖施設から50メートル以内の区域では，操業しては

ならない。 

イ 14メートル以上のビームを使用してはならない。 

ウ ビームと手木（手木がない場合は袖網の袖口）の間を６メートル以上離してはなら

ない。 

エ ビームと手木は，直結してはならない。 

オ ビームが，操業中に海底をかく役目をするものであってはならない。 

カ 沈子綱のほかにオドシを取りつけてはならない。 

キ 曳綱（又綱）は，ビームと連結しなければならない。 

ク 浮子綱（上綱）は，ビームにかぶさってはならない。 

ケ 手木の部分の高さ又は袖網の袖口（沈子綱から浮子綱までの高さをいう。） が１メ

ートル以下でなければならない。 

(3) けた網漁業，戦車こぎ網漁業 

第１種区画漁業魚類養殖業の養殖施設から 50メートル以内の区域では，操業しては

ならない。 

 (4) さわら流し刺し網漁業 

ア 網丈は，25メートル以内でなければならない。 

イ 網の長さは，600メートルを超えてはならない。 

ウ 網（浮子方）は，水面下５メートル以深に敷設しなければならない。 

エ 網目は，9.09センチメートル（３寸）より荒く，13.03センチメートル（４寸３分）

より細かくなければならない。 

オ ４月 20日から６月 15日の期間内に，つぼ網漁業を内容とする第２種共同漁業権区

域内で操業する場合は，当該漁業権者の同意を書面によって得，操業中これを船内に

備えなければならない。 

カ 午前５時から午後６時までの間は，操業してはならない。 

 (5) まながつお流し刺し網漁業 

ア 網丈は，25メートル以内でなければならない。 

イ 網の長さは，600メートルを超えてはならない。 

ウ 網（浮子方）は，水面下５メートル以深に敷設しなければならない。 

エ 網目は，15.15センチメートル（５寸）より荒いものでなければならない。 

オ 日の出から日没までの間は操業してはならない。 

 (6) たこ壺漁業 

距岸 1,000メートルを超えて操業してはならない。 


